
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て

行
う
検
査
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
般
細
菌

一
ｍ
ｌ
の
検
水
で
形
成
さ
れ
る
集
落
数
が
一
〇
〇
以
下
で
あ
る
こ

と
。

二

大
腸
菌

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

三

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

四

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

水
銀
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

五

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

セ
レ
ン
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

六

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

鉛
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七

ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ヒ
素
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

九

亜
硝
酸
態
窒
素

〇
・
〇
四
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十

シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

シ
ア
ン
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

十
一

硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

一
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
二

フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

フ
ッ
素
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
八
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
三

ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ホ
ウ
素
の
量
に
関
し
て
、
一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
四

四
塩
化
炭
素

〇
・
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
五

一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン

〇
・
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
六

シ
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及

び
ト
ラ
ン
ス―

一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン

〇
・
〇
四
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
七

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
八

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
九

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十

ベ
ン
ゼ
ン

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
一
塩
素
酸

〇
・
六
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
二
ク
ロ
ロ
酢
酸

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
三
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

〇
・
〇
六
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
四
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

〇
・
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
五
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
六
臭
素
酸

〇
・
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
七
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
（
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
ブ
ロ
モ
ジ
ク

ロ
ロ
メ
タ
ン
及
び
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム
の
そ
れ

ぞ
れ
の
濃
度
の
総
和
）

〇
・
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
八
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

〇
・
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
十
九
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十

ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

〇
・
〇
九
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
一
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

〇
・
〇
八
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
二
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

亜
鉛
の
量
に
関
し
て
、
一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
三
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る

こ
と
。

三
十
四
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

鉄
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五
銅
及
び
そ
の
化
合
物

銅
の
量
に
関
し
て
、
一
・
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
六
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量
に
関
し
て
、
二
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

三
十
七
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

マ
ン
ガ
ン
の
量
に
関
し
て
、
〇
・
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ

と
。

三
十
八
塩
化
物
イ
オ
ン

二
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
十
九
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬

度
）

三
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十

蒸
発
残
留
物

五
〇
〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
一
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

〇
・
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
二
（
四
Ｓ
・
四
ａ
Ｓ
・
八
ａ
Ｒ
）―

オ
ク
タ

ヒ
ド
ロ―

四
・
八
ａ―

ジ
メ
チ
ル
ナ
フ
タ

レ
ン―

四
ａ
（
二
Ｈ
）―

オ
ー
ル
（
別
名

ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン
）

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
三
一
・
二
・
七
・
七―

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
ビ
シ

ク
ロ
［
二
・
二
・
一
］
ヘ
プ
タ
ン―

二―

オ
ー
ル
（
別
名
二―

メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ

オ
ー
ル
）

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
四
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

〇
・
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
五
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

フ
ェ
ノ
ー
ル
の
量
に
換
算
し
て
、
〇
・
〇
〇
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で

あ
る
こ
と
。

四
十
六
有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）

三
ｍ
ｇ
／
ｌ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
七
ｐ
Ｈ
値

五
・
八
以
上
八
・
六
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
十
八
味

異
常
で
な
い
こ
と
。

四
十
九
臭
気

異
常
で
な
い
こ
と
。

五
十

色
度

五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
十
一
濁
度

二
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
六
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
表
四
十
五
の
項
中
「
有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の

量
）
」
と
あ
る
の
は
「
有
機
物
等
（
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
）
」
と
、
「
五
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
「
一

〇
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
布
設
さ
れ
て
い
る
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
に
係
る
表
四
十
一
の
項
及
び
四
十

二
の
項
に
掲
げ
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
項
中
「
〇
・
〇
〇

〇
〇
一
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
〇
〇
〇
二
ｍ
ｇ
／
ｌ
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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